


 

（１）ＥＭＳの運用等に関すること。 

（２）学内のＥＭＳ教育に関すること。 

（３）学内の施設設置等に関すること。 

（４）その他学内環境に関する事項等で学長から諮問された事項 

 

（報告） 

第８条 委員長は、前条に規定する審議事項の審議結果を学長に報告するものとする。 

 

（構成員以外の出席） 

第９条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

（事務） 

第１０条 委員会の事務は、研究交流推進課が行う。 

 

（委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２５年規程第１９号） 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第３１号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第３２号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第３３号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規程第４４号） 

 この規程は、平成２７年１１月５日から施行する。 

 

附 則（平成３０年規程第１７号） 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年規程第３１号） 

 この規程は、平成３０年１０月１６日から施行する。 

 

附 則（令和２年規程第２８号） 



 

 この規程は、令和２年４月２８日から施行する。 

 


